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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
一
二
四
〕

昭
五
七
9
　
（
撮
鵬
嘱
攣
蘇
蜷
）

　
競
売
手
続
停
止
の
仮
処
分
に
違
反
し
た
と
さ
れ
た
競
売
手
続
の
完
了
と
競
落

　
不
動
産
に
つ
い
て
の
競
落
人
の
所
有
権
の
取
得

　
　
　
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
等
請
求
事
件
（
昭
五
七
・
九
、
一
〇
、
第
二
小
判
、
破
棄

　
　
差
戻
）

　
　
　
訴
外
A
信
用
組
合
は
、
X
の
所
有
す
る
土
地
（
本
件
土
地
）
に
訴
外
B
有
限
会
社

　
　
に
対
す
る
三
〇
〇
〇
万
円
の
債
権
の
根
抵
当
権
を
有
す
る
と
し
て
、
昭
和
五
二
年
四

　
　
月
千
葉
地
裁
松
戸
支
部
に
競
売
の
申
立
を
行
な
い
、
同
支
部
は
、
昭
和
五
三
年
一
二

　
　
月
二
六
日
狙
ぬ
を
競
落
入
と
す
る
競
落
許
可
決
定
を
行
な
つ
た
。
右
決
定
は
、
こ
れ

　
　
に
対
す
る
X
か
ら
の
即
時
抗
告
が
棄
却
さ
れ
た
た
め
、
昭
和
五
四
年
一
月
二
四
日
に

　
　
確
定
し
た
。
そ
こ
で
、
X
は
、
訴
外
A
を
相
手
方
と
し
て
同
年
二
月
二
二
日
に
浦
和

　
　
地
裁
川
越
支
部
か
ら
右
の
競
売
手
続
を
停
止
す
る
旨
の
仮
処
分
決
定
を
得
、
同
日
千

　
　
葉
地
裁
松
戸
支
部
へ
そ
の
正
本
を
提
出
し
て
右
競
売
手
続
の
停
止
を
求
め
た
。
し
か

　
　
し
、
同
支
部
は
、
こ
れ
を
停
止
す
る
こ
と
な
く
さ
ら
に
競
落
代
金
支
払
期
日
を
指
定

　
　
し
、
ぬ
h
か
ら
同
年
六
月
六
日
頃
に
競
落
代
金
の
納
付
を
受
け
、
ぬ
h
の
た
め
に
本

　
　
件
土
地
に
つ
ぎ
共
有
持
分
を
各
ん
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
を
経
由
し
た
。
さ
ら
に

　
　
X
は
h
ぬ
を
相
手
に
本
件
土
地
に
つ
ぎ
昭
和
五
四
年
六
月
一
六
日
に
千
葉
地
裁
松
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
支
部
か
ら
仮
処
分
決
定
（
内
容
は
不
明
）
を
得
た
が
、
右
決
定
に
対
し
て
は
Y
Y
か

　
　
ら
異
議
が
申
立
て
ら
れ
、
さ
ら
に
本
案
の
起
訴
命
令
が
申
立
て
ら
れ
た
。
こ
れ
に
基

　
　
づ
ぎ
、
X
は
Y
Y
を
被
告
と
し
、
千
葉
地
裁
松
戸
支
部
に
本
件
土
地
の
所
有
権
移
転

　
　
登
記
抹
消
登
記
手
続
及
び
本
件
土
地
の
明
渡
を
訴
求
し
た
。
松
戸
支
部
は
、
①
任
意

　
　
競
売
手
続
進
行
中
、
競
売
手
続
の
停
止
を
求
め
て
こ
れ
が
停
止
を
認
め
る
決
定
正
本

　
　
　
　
判
例
研
究

が
執
行
裁
判
所
へ
提
出
さ
れ
た
と
ぎ
は
、
執
行
裁
判
と
し
て
は
以
後
の
手
続
を
停
止

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
②
右
正
本
が
競
落
許
可
決
定
後
そ
の
代
金
支
払
前
に
提
出

さ
れ
れ
ば
、
そ
の
後
の
手
続
で
あ
る
競
落
代
金
の
受
領
を
す
べ
き
で
な
い
、
③
右
停

止
に
違
反
し
て
競
落
代
金
が
納
入
さ
れ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
右
納
入
は
何
ら
の
効
力

を
生
じ
る
も
の
で
も
な
く
、
こ
れ
に
よ
り
競
落
不
動
産
の
所
有
権
が
競
落
人
に
移
転

す
る
こ
と
は
な
い
、
と
し
て
X
の
請
求
を
認
容
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
積
ぬ
は
、
執

行
裁
判
所
が
競
売
停
止
の
仮
処
分
決
定
の
正
本
の
提
出
が
あ
つ
た
に
も
拘
ら
ず
競
売

手
続
を
停
止
し
な
い
場
合
に
は
、
執
行
方
法
に
関
す
る
異
議
の
申
立
を
す
べ
ぎ
で
あ

り
、
こ
の
申
立
を
し
て
競
売
手
続
の
停
止
を
求
め
な
か
つ
た
以
上
、
競
落
不
動
産
の

所
有
権
移
転
の
効
果
を
争
う
こ
と
は
で
ぎ
な
い
、
と
し
て
控
訴
し
た
が
、
東
京
高
裁

は
、
前
叙
①
な
い
し
③
の
理
由
に
加
え
て
、
④
か
く
解
し
な
い
と
、
代
金
全
額
支
払

前
で
あ
れ
ば
債
務
者
が
被
担
保
債
権
を
弁
済
し
て
競
売
開
始
決
定
に
対
し
て
異
議
を

申
立
て
、
競
売
手
続
の
取
り
消
し
を
求
め
得
る
の
と
比
較
し
著
し
く
権
衡
を
失
す
る
、

⑤
こ
の
理
は
、
担
保
不
動
産
所
有
者
が
執
行
方
法
に
関
す
る
異
議
に
よ
り
競
売
裁
判

所
が
前
叙
仮
処
分
決
定
に
違
反
し
て
競
売
手
続
を
停
止
し
な
い
こ
と
を
現
実
に
競
売

手
続
内
で
争
つ
た
と
否
と
に
よ
り
な
ん
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
控
訴
を

棄
却
し
た
。
h
ぬ
か
ら
の
上
告
に
基
づ
ぎ
、
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
抵
当
権
の
実
行
に
よ
る
競
売
手
続
に
お
い
て
は
、
競
落
許
可
決
定
が
確
定
し
た
の

ち
で
あ
つ
て
も
、
競
売
手
続
の
停
止
を
命
ず
る
旨
の
仮
処
分
決
定
の
正
本
が
仮
処
分

債
権
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
競
売
裁
判
所
は
、
競
売
手
続
が
完
結
し
て
い
な

い
限
り
、
じ
．
こ
の
競
売
手
続
を
停
止
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

競
売
裁
判
所
が
右
措
置
に
出
る
こ
と
な
く
競
売
手
続
を
続
行
し
、
競
落
代
金
支
払
期

日
の
指
定
、
そ
の
納
付
の
手
続
を
経
て
、
競
落
に
よ
る
所
有
権
移
転
登
記
が
完
了
し

八
一

（
一
九
四
七
）
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判
例
研
究

た
場
合
に
は
、
右
仮
処
分
債
権
者
は
、
も
は
や
そ
の
競
売
手
続
の
違
法
を
主
張
し
て

競
落
人
の
競
落
に
よ
る
所
有
権
の
取
得
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
も
の
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
ー
破
棄
差
戻

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
本
件
は
、
旧
競
売
法
下
に
お
け
る
最
高
裁
と
し
て
は
初
め
て
の
事
例
で
あ
る

が
、
規
定
の
体
裁
を
異
に
す
る
現
行
の
民
事
執
行
法
下
の
実
務
に
と
つ
て
は
さ

ほ
ど
先
例
と
し
て
の
意
味
を
も
た
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
本
件
で
は
、
同
一
の
土
地
に
関
し
、
二
つ
の
仮
処
分
と
こ
れ
に
照
応
す
る
二

つ
の
本
案
訴
訟
が
交
錯
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
の
仮
処
分
は
、
本
件
土
地
の
所

有
者
X
が
訴
外
A
を
相
手
方
と
し
て
本
件
土
地
に
関
す
る
任
意
競
売
の
停
止
を

求
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
本
案
訴
訟
が
、
本
件
の
上
告
提
起
当

時
な
お
係
属
し
て
い
る
。
他
方
で
X
は
本
件
土
地
の
競
落
人
た
る
Y
Y
を
相
手

方
と
し
て
も
仮
処
分
を
申
請
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
本
案
訴
訟
の
上
告

審
が
本
件
で
あ
る
。
第
二
の
仮
処
分
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
本

件
土
地
に
関
す
る
処
分
禁
止
又
は
現
状
不
変
更
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
の
仮
処
分
は
競
落
人
の
出
現
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
仮
処
分
が
先
行
す
る
以
上
、
第
二
の
仮
処
分
は
不
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
本

件
に
お
い
て
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
現
実
に
競
落
人
が
発
生
し
て
し
ま
つ
た
た
め

に
、
か
よ
う
に
複
数
の
仮
処
分
と
訴
訟
と
が
交
錯
す
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ

る
。　

お
よ
そ
仮
処
分
の
た
め
に
は
保
全
の
必
要
（
民
訴
七
三
八
条
、
七
五
六
条
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
（
一
九
四
八
）

他
に
被
保
全
権
利
の
疏
明
（
同
七
四
〇
条
二
項
、
七
五
六
条
）
が
要
求
さ
れ
る
が
、

本
件
に
お
け
る
第
二
の
仮
処
分
の
被
保
全
権
利
、
す
な
わ
ち
X
の
Y
Y
に
対
す

る
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
請
求
権
と
本
件
土
地
の
明
渡
請
求
権
は
、
一
方
で
は

X
の
訴
外
A
に
対
す
る
第
一
の
仮
処
分
に
依
存
し
、
ま
た
他
方
で
は
訴
外
A
が

X
に
対
し
て
有
す
る
と
す
る
抵
当
権
の
存
否
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も

に
、
第
一
の
仮
処
分
が
維
持
さ
れ
れ
ば
、
X
は
そ
れ
の
み
で
Y
Y
の
所
有
権
取

得
を
否
定
し
う
る
こ
と
と
な
る
関
係
上
、
第
二
の
仮
処
分
に
対
す
る
異
議
事
件

に
お
い
て
も
そ
の
本
件
訴
訟
に
お
い
て
ぢ
、
ま
ず
第
一
の
仮
処
分
の
効
果
が
争

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
最
高
裁
が
競
売
手
続
終
結
後
に
第
一
の
仮

処
分
の
効
果
を
消
極
的
に
解
し
、
被
担
保
債
権
の
存
否
に
つ
い
て
審
理
を
尽
さ

せ
る
た
め
に
差
戻
を
し
た
の
は
、
か
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
と
も
に
、
債
務
名

義
を
前
提
と
し
な
い
任
意
競
売
手
続
に
お
い
て
は
、
競
落
人
の
所
有
権
取
得
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

つ
き
公
信
力
を
否
定
す
る
従
来
の
通
説
判
例
の
立
場
を
確
証
す
る
意
味
を
も
つ

も
の
で
、
も
と
よ
り
正
当
で
あ
る
。

　
さ
て
、
抵
当
権
不
存
在
確
認
の
訴
を
本
案
と
し
て
民
訴
法
七
六
〇
条
に
よ
つ

て
競
売
手
続
の
停
止
を
求
め
る
仮
処
分
は
、
そ
の
許
容
性
及
び
そ
の
申
請
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
つ
い
て
従
来
か
ら
論
争
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
大
審
院
に
よ
つ
て
肯
定
さ
れ

て
以
来
裁
判
所
の
実
務
慣
行
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
仮

処
分
の
申
請
人
は
仮
処
分
の
決
定
正
本
を
競
売
裁
判
所
に
提
出
し
て
競
売
手
続

の
停
止
命
令
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
（
旧
民
訴
五
五
〇
条
二
号
準
用
）
が
、
「
か
か

る
仮
処
分
命
令
を
無
視
し
て
続
行
さ
れ
た
爾
後
の
競
売
手
続
は
、
恰
も
執
行
停

止
命
令
を
無
視
し
て
為
さ
れ
た
強
制
執
行
手
続
と
同
様
、
そ
れ
自
身
違
法
た
る

　
　
　
　
　
（
4
）

を
免
が
れ
な
い
。
」
し
た
が
つ
て
、
申
請
人
は
、
か
か
る
競
売
手
続
に
対
L
て

82



は
執
行
方
法
に
関
す
る
異
議
（
旧
民
訴
五
四
四
条
準
用
）
を
申
立
て
う
る
こ
と
に

な
る
が
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
に
、
か
か
る
異
議
を
申
立
て
な
い
ま
ま
に
競
売

手
続
が
完
了
し
た
場
合
に
、
申
請
人
は
な
お
こ
の
違
法
を
主
張
し
て
競
売
の
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

果
を
覆
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
下
級
審
に
積
極
、
消
極
二
様
の
裁
判
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
り
、
学
説
も
こ
れ
に
応
じ
て
二
様
に
分
か
れ
て
い
た
。
本
判
決
は
、
こ
れ
に

つ
ぎ
最
高
裁
と
し
て
消
極
説
の
意
味
に
お
い
て
初
め
て
判
示
し
た
も
の
で
あ

る
o

　
積
極
説
の
根
拠
と
し
て
は
、
①
仮
処
分
に
違
反
す
る
競
売
手
続
を
無
効
と
し

な
い
と
、
仮
処
分
が
無
意
味
と
な
り
、
競
落
代
金
支
払
前
に
債
務
を
弁
済
し
て

競
売
手
続
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
比
べ
て
著
し
く
公
平
を
欠
く
こ

と
、
②
又
そ
う
解
し
な
い
と
、
処
分
禁
止
の
仮
処
分
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

制
執
行
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
大
審
院
の
判
例
と
権
衡
を
欠
く
こ
と
に
な
る
こ

と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
消
極
説
は
、
か
か
る
場
合
に
は
、
仮
処
分

債
権
者
は
、
執
行
方
法
に
関
す
る
異
議
を
申
立
て
る
こ
と
で
手
続
の
違
法
を
争

う
べ
き
で
あ
り
、
競
売
手
続
が
完
了
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
手
続
違
反
を
理
由

と
し
て
は
競
落
人
の
所
有
権
取
得
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
す
る
も

の
で
、
要
す
る
に
、
競
売
手
続
の
蝦
疵
は
、
競
売
手
続
が
終
了
す
る
ま
で
に
競

売
手
続
の
内
部
で
の
み
争
う
べ
き
で
あ
り
、
競
売
手
続
が
完
了
す
れ
ば
、
手
続

上
の
蝦
疵
は
す
べ
て
治
癒
さ
れ
、
何
人
も
い
か
な
る
訴
に
よ
つ
て
も
、
も
は
や

競
落
人
の
所
有
権
所
得
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
す
る
従
来
の
判
例
の
基

　
　
　
（
8
）

本
的
態
度
を
そ
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
仮
処
分
に
よ
る
任
意
競
売
手
続
の
停
止
効
は
、
競
売
手
続
に
も

ち
こ
ま
れ
た
以
上
は
、
競
売
手
続
上
の
規
律
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
判
例
研
究

っ
ま
り
、
不
動
産
の
強
制
競
売
事
件
に
お
い
て
、
執
行
債
務
者
が
執
行
停
止
命

令
の
正
本
を
提
出
し
た
の
に
、
執
行
裁
判
所
が
競
落
代
金
の
支
払
及
び
配
当
期

日
の
裁
判
を
し
た
場
合
は
、
執
行
の
方
法
に
関
す
る
異
議
に
よ
つ
て
不
服
申
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
な
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
し
た
大
審
院
の
決
定
と
同
様
に
、
任
意
競
売
停
止
の
仮

処
分
に
お
い
て
も
、
仮
処
分
債
権
者
は
執
行
の
方
法
に
関
す
る
異
議
を
申
立
て

る
べ
き
で
あ
る
と
と
も
に
、
仮
処
分
債
権
者
は
、
か
か
る
異
議
を
申
立
て
る
こ

と
な
く
競
売
手
続
が
完
了
し
た
場
合
に
は
、
も
は
や
手
続
上
の
最
疵
を
も
つ
て

は
競
落
人
の
所
有
権
取
得
を
否
定
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
が
、
そ
の
他
の
競
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

手
続
の
蝦
疵
に
関
す
る
従
来
の
判
例
に
照
ら
し
て
も
相
当
と
考
え
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
既
述
の
処
分
禁
止
の
仮
処
分
と
強
制
執
行
の
関
係
に
つ
き
仮
処
分
優
位

説
を
と
る
大
審
院
の
判
例
理
論
は
、
比
較
の
対
象
と
し
て
は
疑
問
で
あ
る
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
任
意
競
売
手
続

停
止
の
仮
処
分
は
、
本
来
競
売
法
に
お
い
て
欠
如
し
た
手
続
停
止
規
定
の
代
用

と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
能
う
限
り
こ
れ
を
競
売
法
の
体
系
と
調
和
さ
せ
る

べ
き
で
あ
る
が
、
他
方
、
か
か
る
処
分
禁
止
の
仮
処
分
は
、
こ
れ
を
相
対
無
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
意
味
に
解
す
る
限
り
、
執
行
手
続
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
執
行
法
の
規
定
を

顧
慮
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
現
行
の
民
事
執
行
法
は
、
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
手
続
に
公
信
力
を

賦
与
し
た
点
で
、
従
来
の
競
売
法
と
大
き
く
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
。
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

つ
い
て
は
、
立
法
論
の
観
点
か
ら
な
お
問
題
は
あ
る
が
、
本
件
と
の
関
連
に
お

い
て
そ
の
手
続
を
見
て
み
る
と
、
次
の
点
を
従
来
と
の
相
違
と
し
て
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
民
事
執
行
法
は
、
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
手

続
に
も
執
行
停
止
規
定
を
設
け
（
【
八
三
条
）
、
さ
ら
に
こ
れ
は
一
定
の
文
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
一
九
四
九
）
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判
例
研
究

提
出
が
あ
つ
た
と
ぎ
は
、
執
行
停
止
の
裁
判
を
要
せ
ず
、
当
然
に
執
行
停
止
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

効
果
を
生
ず
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
又
抵
当
権
不
存
在
確
認
の
訴
を
本
案
と
す

る
一
般
の
仮
処
分
も
従
来
通
り
認
め
ら
れ
る
（
一
八
三
条
一
項
五
号
）
が
、
そ
れ

は
売
却
許
可
決
定
手
続
の
終
了
時
ま
で
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
一
八
八

条
、
七
二
条
一
項
）
、
売
却
許
可
決
定
確
定
後
は
、
も
は
や
許
さ
れ
な
い
（
七
二
条

二
項
、
一
八
八
条
、
一
八
三
条
）
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
と
同
一
の
ケ
ー
ス
は
、
民

事
執
行
法
下
で
は
生
じ
え
な
い
。
仮
に
同
種
の
問
題
が
生
じ
た
に
せ
よ
、
公
信

力
の
賦
与
に
よ
つ
て
手
続
の
意
味
が
一
変
し
た
現
行
法
に
、
本
判
決
を
そ
の
ま

ま
接
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
最
近
の
判
例
と
し
て
は
、
最
判
昭
四
三
・
二
二
六
民
集
二
二
巻
二
号
二
二
六

　
　
頁
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
説
・
判
例
の
詳
細
は
、
瀬
戸
・
法
曹
時
報
二
〇
巻

　
　
五
号
一
四
三
頁
参
照
。

　
（
2
）
　
吉
川
・
増
補
保
全
訴
訟
の
基
本
問
題
三
一
七
頁
以
下
、
申
請
時
期
に
つ
い
て
は

　
　
特
に
三
五
四
頁
参
照
。

　
（
3
）
　
大
判
明
四
三
二
一
・
一
七
民
録
一
六
輯
一
〇
四
頁
。

　
（
4
）
　
吉
川
・
前
掲
書
三
五
二
頁
以
下
。

　
（
5
）
　
積
極
的
裁
判
と
し
て
、
東
京
高
決
昭
三
九
・
五
・
六
東
京
高
時
報
一
五
巻
五
号

　
　
九
八
頁
を
、
又
消
極
的
裁
判
と
し
て
、
東
京
控
判
昭
二
・
一
一
・
二
九
法
律
評
論
一

　
　
七
巻
民
訴
一
六
〇
頁
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
（
6
）
　
積
極
説
と
し
て
、
斉
藤
n
桜
田
「
競
売
手
続
停
止
の
仮
処
分
」
村
松
還
暦
記
念
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
仮
処
分
の
研
究
下
一
四
九
頁
、
及
び
吉
川
・
前
掲
書
三
五
二
頁
を
、
又
消
極
説
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て
は
、
西
山
・
保
全
処
分
概
論
三
四
八
頁
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
（
7
）
　
大
判
昭
四
・
四
・
三
〇
民
集
八
巻
六
号
四
一
二
頁
。

　
（
8
）
　
遠
藤
・
中
川
、
兼
子
監
修
「
強
制
執
行
・
競
売
」
二
四
七
及
び
二
四
八
頁
参

　
　
照
。

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）の

評
釈
と
し
て
は
、

に
民
事
執
行
法
を
念
頭
に
お
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
（
一
九
五
〇
）

　
大
決
大
九
よ
○
・
四
民
録
二
六
輯
『
四
〇
七
頁
。

　
遠
藤
・
前
掲
書
二
四
九
頁
注
（
8
）
を
参
照
。

　
宅
間
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
「
保
全
判
例
百
選
」
八
九
頁
参
照
。

　
伊
東
・
民
事
訴
訟
法
研
究
（
新
版
）
三
四
四
頁
以
下
参
照
。

　
浦
野
・
逐
条
概
説
民
事
執
行
法
（
全
訂
版
）
六
三
七
頁
。

本
件
の
解
説
と
し
て
は
、
塩
崎
勤
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
二
号
七
八
頁
が
、
又
本
件

　
　
　
　
　
　
住
吉
博
・
判
例
評
論
二
九
［
号
二
〇
一
頁
が
あ
る
。
後
者
は
特

栗
田
　
陸
雄
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